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令和７年度第３回 

静岡市債権管理委員会 
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議案第１号 

老人保護措置費負担金の債権の放棄について  

所管課名 高齢者福祉課 

 

債権の名称 老人保護措置費負担金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

834,896円 

（令和５年10月から令和６年４月までの未納分） 

 

人数（件数） １人（７件） 

放棄の理由 

債務者が破産法の規定により債権について責任を免れ、債務が履行さ

れる見込みがないため。（静岡市債権の管理に関する条例第７条第１号に

該当） 

 

［免責の事実確認］ 

免責許可決定通知書の写しにより確認した。 
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議案第２号 

急病センター使用料（診療収入等）の債権の放棄について  

所管課名 保健衛生医療課 

 

債権の名称 急病センター使用料（診療収入等） 

放棄しようとする

債権の額（内容） 
9,930円（令和２年５月の未納分） 

人数（件数） １人（１件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（５年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。（静

岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第３号 

診療収入等の債権の放棄について 

所管課名 清水病院 医事課 

 

債権の名称 診療収入等 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

180,580円 

（令和５年７月から令和６年４月までの外来及び入院診療費） 

【参考】一人当たりの最高額 105,600円 

最低額  74,980円 

人数（件数） ２人（５件） 

放棄の理由 

 債務者が破産法の規定により債権について責任を免れ、債務が履行さ

れる見込みがないため。（静岡市債権の管理に関する条例第７条第１号に

該当） 

 

[免責の事実確認] 

免責許可決定通知書の写しにより確認した。 
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議案第４号 

診療収入等の債権の放棄について 

所管課名 清水病院 医事課 

 

債権の名称 診療収入等 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

5,976,755円 

（平成10年８月から平成27年４月までの外来及び入院診療費） 

【参考】一人当たりの最高額 509,540円 

最低額  61,400円 

人数（件数） 36人（150件） 

放棄の理由 

 消滅時効の期間（３年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。（静

岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

[居所不明（日本人）] ２人（２件）155,840円 

１ 時効期間が経過した理由は、債務者が居所不明のため。 

２ 各区の戸籍住民課に公用照会するも住民票の異動がなく、現地調査

するも居所不明であった。 

 

[その他] 34人（148件）5,820,915円 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第５号 

食材料費実費徴収分（雑入）の債権の放棄について  

所管課名 こども未来課 

 

債権の名称 食材料費実費徴収分（雑入） 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

39,680円 

（令和元年10月から令和６年３月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額    6,630円 

最低額     490円 

人数（件数） 12人（68件） 

放棄の理由 

地方自治法施行令第171条の５の規定による徴収停止の措置をとった

後、相当の期間を経過し、債務が履行される見込みがないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第４号に該当） 

 

［債権の管理の経過］ 

地方自治法施行令第171条の５第３号該当 

催告等を行うも支払がなく、債権額が取立てに要する費用に満たない

と認められたため、徴収停止の措置をとった。 
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議案第６号 

食材料費実費徴収分（雑入）の債権の放棄について  

所管課名 こども未来課 

 

債権の名称 食材料費実費徴収分（雑入） 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

6,550円 

（令和２年７月から令和２年９月までの未納分） 

人数（件数） １人（２件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（５年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第７号 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 元金・利子・違約金の債権の放棄について  

所管課名 こども家庭福祉課 

 

債権の名称 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 元金・利子・違約金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

430,695円（内、元金276,906円、利子1,889円、違約金151,900円） 

（平成７年９月から平成27年２月までの未納分） 

人数（件数） １人（72件） 

放棄の理由 

債務者が破産法等法令の規定により債権について責任を免れ、債務が

履行される見込みがないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第１号に該当） 

 

[免責の事実確認] 

公告（官報）により確認した。 
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議案第８号 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 元金・利子・違約金の債権の放棄について  

所管課名 こども家庭福祉課 

 

債権の名称 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 元金・利子・違約金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

6,168,248円（内、元金6,164,940円、違約金3,308円） 

（平成６年４月から平成25年９月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額2,677,296円 

最低額1,612,952円 

人数（件数） ３人（954件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（１０年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第９号 

児童扶養手当過払金の放棄について  

所管課名 こども家庭福祉課 

 

債権の名称 児童扶養手当過払金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

1,983,800円 

（平成27年 10月から令和元年12月過払い分） 

人数（件数） １人（１件） 

放棄の理由 

地方自治法施行令第171条の５の規定による徴収停止の措置をとった

後、相当の期間を経過し、債務が履行される見込みがないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第４号に該当） 

 

［債権の管理の経過］ 

１ 債務者が死亡し、相続人にあっては相続放棄若しくは死亡している

ため、徴収停止の措置をとった。（地方自治法施行令第171条の５第

２号該当） 

２ 戸籍調査により関係人の死亡を確認し、家庭裁判所発出の相続放棄

申述受理通知書で、相続放棄を確認した。 
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議案第10号 

市営住宅使用料の債権の放棄について 

所管課名 住宅政策課 

 

債権の名称 市営住宅使用料 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

26,650円 

（令和６年７月から令和６年９月までの未納分） 

人数（件数） １人（３件） 

放棄の理由 

 債務者が破産法の規定により債権について責任を免れ、債務が履行さ

れる見込みがないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第１号に該当） 

 

〔免責の事実確認〕 

破産手続に関する裁判所の通知及び官報により確認した。 
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議案第11号 

市営住宅使用料の債権の放棄について 

所管課名 住宅政策課 

 

債権の名称 市営住宅使用料 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

9,509,415円 

（平成３年２月から令和２年11月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額 2,817,300円 

最低額   26,000円 

人数（件数） 12人（572件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（５年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第12号 

住宅費雑入（損害賠償金）の債権の放棄について 

所管課名 住宅政策課 

 

債権の名称 住宅費雑入（損害賠償金） 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

309,148円 

（平成26年４月から平成27年７月までの未納分） 

 

人数（件数） １人（16件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（10年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第13号 

市営住宅駐車場使用料の債権の放棄について 

所管課名 住宅政策課 

 

債権の名称 市営住宅駐車場使用料 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

455,989円 

（平成22年 10月から令和２年２月までの未納分） 

 

人数（件数） １人（113件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（５年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第14号 

汚水処理場使用料の債権の放棄について 

所管課名 住宅政策課 

 

債権の名称 汚水処理場使用料 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

1,152,485円 

（平成４年７月から令和２年８月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額 425,680円 

最低額   730円 

人数（件数） ６人（318件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（５年）が経過し、債権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第５号に該当） 

 

時効期間が経過した理由は、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機

会が得られず、また、時効援用の意思を確認することも困難なため。 
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議案第15号 

水道料金の債権の放棄について  

所管課名 お客様サービス課 

 

債権の名称 水道料金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

578,737円 

（令和元年11月から令和７年６月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額 141,826円 

最低額   711円 

人数（件数） 39人（123件） 

放棄の理由 

債務者が破産法の規定により債権について責任を免れ、債務が履行さ

れる見込みがないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第１号該当） 

 

[免責の事実確認] 

免責許可決定通知書の写し又は官報により確認した。 
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議案第16号 

水道料金の債権の放棄について  

所管課名 お客様サービス課 

 

債権の名称 水道料金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

188,542円 

（平成29年９月から令和６年12月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額 57,686円 

最低額   1,588円 

人数（件数） 15人（78件） 

放棄の理由 

地方自治法施行令第 171 条の２の規定による強制執行等の手続き又は

同令第 171 条の４の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお債

権の回収が見込まれないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第３号に該当） 

  

［債権の管理の経過］ 

訴訟手続きにより債務名義を取得するも、債務者が無資力又はこれに

近い状態にあり資力回復が見込めないため。 

破産手続開始の決定を受けたことを知り、法令の規定により債権の申

出の措置をとるも、破産手続の廃止の決定があり、残債務について履行

の見込みがないと認められたため。 
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議案第17号 

水道料金の債権の放棄について  

所管課名 お客様サービス課 

 

債権の名称 水道料金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

1,997,832円 

（平成27年 10月から令和６年７月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額 408,985円 

最低額   960円 

人数（件数） 173人（674件） 

放棄の理由 

地方自治法施行令第 171 条の５の規定による徴収停止の措置をとった

後、相当の期間を経過し、債務が履行される見込みがないため。 

（静岡市債権の管理に関する条例第７条第４号該当） 

 

[債権の管理の経過] 

１ 地方自治法施行令第171条の５第１号該当 

  ８人（35件） 512,613円 

  破産手続廃止決定を受けた又は所在不明になり水道契約を中止した 

  法人について、現地調査等により、業務を停止しており事業再開の 

  見込みがないと認められたため、徴収停止の措置をとった。 

 

２ 地方自治法施行令第171条の５第２号該当 

  32人（260件） 784,819円 

住民票調査により居所不明であることを確認したため、徴収停止の

措置をとった。 

 

３ 地方自治法施行令第171条の５第３号該当 

  133人（379件） 700,400円 

催告等を行うも支払がなく、債権額が取立てに要する費用に満た 

ないと認められたため、徴収停止の措置をとった。 
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議案第18号 

水道料金の債権の放棄について  

所管課名 お客様サービス課 

 

債権の名称 水道料金 

放棄しようとする

債権の額（内容） 

8,663,598円 

（平成21年９月から令和２年10月までの未納分） 

【参考】一人当たりの最高額 657,680円 

最低額   130円 

人数（件数） 972人（2,677件） 

放棄の理由 

消滅時効の期間（２年）が経過し、債務が履行される見込みがないた

め。（静岡市債権の管理に関する条例第7条第５号該当） 

 

時効期間が経過した理由は、折衝機会が得られなかったことによる。

時効援用の意思を確認することも困難なため債権を放棄する。 
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静岡市債権管理委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 静岡市は、庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本市の債権管理に関する事務の一層の適正化を

図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、静岡市債権管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。 

（１）債権管理の総括に関すること。 

（２）債権管理の組織及び体制の整備に関すること。 

（３）債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。 

（４）債権の処理に係る審議に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要があると認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には副市長を、委員には財政局長、葵区長、駿河区長、清水区長、保健福祉長寿局長、こども未来局長及び上下水道局長の職にある

者をもって充てる。 

 （職務） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、財政局長の職にある委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

資料４ 
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第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。 

 （検討部会） 

第６条 第２条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置く。 

２ 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は財政局税務部滞納対策課債権管理担当課長の職にある者を、部会員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会で調査し、及び検討する事項に関連する主管の職員を臨時の部会員として指名し、加える

ことができる。 

５ 前条の規定は、検討部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「検討部会」と、「委員長」とあるのは

「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。 

 （作業部会の設置） 

第７条 検討部会の部会長は、第２条各号に掲げる事項に係る資料の収集、作成等を行うため、検討部会に作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会の組織、運営等に関し必要な事項は、検討部会の部会長が定める。 

 （庶務） 

第８条 委員会及び検討部会の庶務は、財政局税務部滞納対策課において処理する。 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 
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   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年12月17日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。（追加） 

 

 

別表（第６条関係） 

財政局税務部税制課長 

財政局税務部納税課長 

財政局税務部滞納対策課長 

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長 
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保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課長 

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課長 

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権収納対策課長 

保健福祉長寿局清水病院事務局医事課長 

こども未来局こども家庭福祉課長 

会計室次長 

上下水道局経営管理部お客様サービス課長 

 

（追加） 
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